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換 地 申 出 要 領 

（目的）  
第１条 この要領は、横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地

区画整理事業換地設計基準（令和５年５月 25日施行。以下「換

地設計基準」という。）第７条第２項の規定に基づき、換地の申

出に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（申出対象地区） 
第２条  換地設計基準第７条第２項における換地の申出をすることがで

きる地区（図１参照。以下「申出対象地区」という。）は、次の

各号に掲げる地区とする。 
(1) 瀬谷 農業振興地区（露地野菜エリア） 

(2) 瀬谷 農業振興地区（施設園芸エリア） 

(3) 瀬谷 農業振興地区（果樹エリア） 

(4) 瀬谷 農業振興地区（植木エリア） 

(5) 瀬谷 農業振興地区（個人賃貸エリア） 

(6) 旭 農業振興地区 

(7) 農業振興地区（企業売却エリア） 

(8) 都市的土地利用地区（観光・賑わい地区） 

(9) 都市的土地利用地区（物流地区） 
２  前項の申出対象地区の利用については、次の各号に定めるもの

とする。 

(1) 前項第１号から第６号は換地を個別に利用する地区とする。 

(2) 前項第７号から第９号は共同利用を行う地区であり、換地を

個別に利用できないものとする。 

（申出ができる者） 
第３条 前条第１項の申出対象地区へ換地の申出をすることができる者

は、次条第１項の施行者が指定する日において、旧上瀬谷通信施

設地区土地区画整理事業の施行地区内の宅地の所有権を有する国

又は地方公共団体以外の者（以下「換地申出者」という。）とす

る。 
２ 所有権が共有の場合において、換地申出者選任届（第１号様

式）が提出されている場合は代表者が、換地申出者選任届が提出

されていない場合は共有者全員で換地の申出を行うものとする。 

３ 換地申出者が死亡し、相続人が存する場合は、相続届出書（第

２号様式）に相続人が記入押印の上、施行者に届け出ることによ

り、相続人を換地申出者とする。 

なお、相続人が複数存する場合は、相続人全員の記入押印によ

ることとし、前項の規定を準用する。 

４ その他特別な事情があるものについては、施行者と別途協議し

て定めるものとする。 
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（換地の申出の方法） 
第４条 換地申出者は、施行者が指定する日までに、旧上瀬谷通信施設

地区土地区画整理事業の施行地区内の所有権を有する宅地（以下

「所有権を有する宅地」という。）について、換地申出対象地区

申出書（第３号様式。以下「申出書」という。）に申出対象地区

その他必要な事項を記入押印の上、施行者に提出するものとす

る。 
２ 換地申出者は、換地の申出を行う所有権を有する宅地に地上

権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益する

ことができる権利（地役権を除く。）を有する者（以下「使用収

益権者」という。）が存する場合、申出書に当該宅地の換地申出

に係る使用収益権者の同意書（第４号様式）を添付し、施行者に

提出するものとする。 
３ 換地申出者は、第６条の場合を除き、所有権を有する宅地の一

筆ごとに換地の申出を行うものとする。 
（換地の位置） 

第５条 施行者は、換地の申出があった整理前の宅地について、換地設

計基準第７条第２項の規定に基づき、当該宅地の換地を第２条第

１項の申出対象地区に定めるものとする。 
２ 換地申出者から換地の申出がない場合は、換地設計基準第７条

第１項の規定に基づき、換地を定めるものとする。 
（申出数量の調整） 

第６条 第４条に規定する換地の申出の結果、換地設計基準第８条第１

項又は第２項の規定に基づく整理後の画地の地積の合計と申出対

象地区の地積との間に差異が生じた場合は、次の各号のとおり調

整を行うものとする。 

(1) 申出対象地区の地積より整理後の画地の地積の合計が小さい

場合は、保留地等の設定により調整を行うものとする。 

(2) 第２条第１項第９号の地区について、申出対象地区の地積よ

り整理後の画地の地積の合計が大きい場合は、整理後の画地

の地積の合計と申出対象地区の地積が整合するように画地の

地積を案分し調整を行う。その際、申出対象地区を超過した

整理後の画地の一部については、あらかじめ申出のあった他

の申出対象地区に位置を定めるものとする。 
（換地の申出の承継） 

第７条  第４条に規定する換地申出者が行った当該申出に関する全ての

事項は、権利変動後の所有権を有する者に承継するものとする。 
（申出後の変更） 

第８条 換地申出者による申出書の提出後は、換地の申出の変更はでき

ないものとする。ただし、施行上の事由により変更が生じた場合

はその限りでない。 
（雑則） 
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第９条  この要領に定めるもののほか、換地の申出に関して必要な事項

は、施行者が土地区画整理審議会の意見を聴いて別に定めるもの

とする。 
  
 附 則 
 この基準は、令和５年８月 25日より施行する。  
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図１ 
 
申出対象地区 

 
※ 各申出対象地区の申出

数量により、申出対象

地区の配置は変更にな

る場合があります。 
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第１号様式（第３条関係）         （表） 

令和   年   月   日 
 

 

換地申出者選任届 
 

 

横浜国際港都建設事業 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 

施行者 横浜市 

代表者 横浜市長  山中 竹春 様 
 

換
地
申
出
者 

住 所 

氏 名                         ○印  （実印） 

 

 換地の申出を行うにあたり、上記の者を代表者として選任しましたので届け出します。 
 

共
有
者
又
は
共
同
相
続
人 

住 所 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 
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（裏） 

 

共
有
者
又
は
共
同
相
続
人
（
続
き
） 

住 所 
 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

住 所 

氏 名            ○印  （実印） 
持分 

 

記 

土地の

表示 

町名 地番 地目 
登記地積

（㎡） 
権利の種別 摘要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
（注）１．この書類には、共有者又は共同相続人全員が記名押印し、かつ、全員の印鑑登録証明書（発

行の日から３か月以内のもの）を添付してください。なお、提出する書類が複数の場合であ

っても全員の印鑑登録証明書は１通でよく、書類ごとに複数提出する必要はありません。 

２．共有者又は共同相続人あるいは土地が多数により欄が足りない場合は、任意の紙に必要事項

を記入して本様式に貼り、貼り合わせた箇所に共有者又は共同相続人全員で割印してくだ

さい。 
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第２号様式（第３条関係）         （表） 

令和   年   月   日 

相 続 届 出 書 
 

横浜国際港都建設事業 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 

施行者 横浜市 

代表者 横浜市長  山中 竹春 様 
 

被相続人 

住  所  

ふりがな 

氏 名 

 

相続人 

住  所  

生年月日 大正・昭和・平成・令和    年    月   日  

ふりがな 

氏 名 

 

○印   （実印） 

相続人 

住  所  

生年月日 大正・昭和・平成・令和    年    月   日 

ふりがな 

氏 名 

 

○印   （実印） 

相続人 

住  所  

生年月日 大正・昭和・平成・令和    年    月   日  

ふりがな 

氏 名 

 

○印   （実印） 

相続人 

住  所  

生年月日 大正・昭和・平成・令和    年    月   日 

ふりがな 

氏 名 

 

○印   （実印） 

相続人 

住  所  

生年月日 大正・昭和・平成・令和    年    月   日  

ふりがな 

氏 名 

 

○印   （実印） 

相続人 

住  所  

生年月日 大正・昭和・平成・令和    年    月   日 

ふりがな 

氏 名 

 

○印   （実印） 
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（裏） 

 

下記の土地について、令和  年  月  日に所有権等を相続したので、別紙書類を添え

て届け出します。 
 

 
記 

土地登記簿記載事項又は被相続人が申告した土地 

町名 地番 地目 登記地積（㎡） 権利の種別 摘要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

（注）１．この書類には、相続人全員が記名押印し、かつ、全員の印鑑登録証明書（発行の日から

３か月以内のもの）を添付してください。なお、提出する書類が複数の場合であっても、全

員の印鑑登録証明書は１通でよく、書類ごとに複数提出する必要はありません。 

２．相続を証する書類（戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書等の写し）を添付してください。 

３．相続人あるいは土地が多数により欄が足りない場合は、任意の紙に必要事項を記入して本様

式に貼り、貼り合わせた箇所に相続人全員で割印してください。 
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第３号様式（第４条関係）          

令和   年   月   日 

 

換地申出対象地区申出書 
 

横浜国際港都建設事業 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 

施行者  横浜市 

代表者 横浜市長  山中 竹春 様 
 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の施行地区内に所有する下記の土地については、

次のとおり申出対象地区へ申出をします。 

 

 

換
地
申
出
者 

住 所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印） 

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

 

なお、所有者に変動が生じたときは、当該申出書に関する全ての事項について、変動後の

所有者に承継します。 

記 

町名 地番 地目 
登記地積
（㎡） 

申出対象地区【第１希望】 申出対象地区【第２希望】 
※第１希望でNo.9を 

選択した方は、No.1 

～8のいずれかを 

記入してください。 

農業振興 都市的土地利用 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

              

              

              

              

              

              

 

（注）１．一筆ごとに、希望する申出対象地区【第１希望】No.1～9（下表 1「申出対象地区一覧」参照。）に○

を記入してください。 

２．都市的土地利用地区（物流地区）No.9を選択した場合は、整理後の画地の地積の合計が申出対象地

区の地積を超過することが想定されるため、【第２希望】として都市的土地利用地区（物流地区）と

は異なる申出対象地区 No.1～8のいずれかを記入してください。 

３．所有する土地が多数で別紙１を添付する場合は、別紙１も同様に記入し本様式に貼り、貼り合わせ

た箇所に換地申出者全員で割印してください。 

 

表１ 申出対象地区一覧 

No. 申出対象地区 No. 申出対象地区 
1 瀬谷 農業振興地区（露地野菜エリア） 6 旭 農業振興地区 

2 瀬谷 農業振興地区（施設園芸エリア） 7 農業振興地区（企業売却エリア） 

3 瀬谷 農業振興地区（果樹エリア） 8 都市的土地利用地区（観光・賑わい地区） 

4 瀬谷 農業振興地区（植木エリア） 9 都市的土地利用地区（物流地区） 

5 瀬谷 農業振興地区（個人賃貸エリア）   

（表） 
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添付書類 

１ 換地申出者の印鑑登録証明書（法人の場合は、法人の印鑑登録証明書） 

※発行の日から３か月以内のもの 

２ 本要領第３条第２項又は第３項に掲げる書類（該当する場合） 

３ 本要領第４条第２項に掲げる書類（該当する場合） 

 

換地申出者（共有者又は共同相続人）記入欄 

住  所  

 ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所  

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

 

 
・都市的土地利用地区または農業振興地区（企業売却エリア）へ換地の申出を行う方 

□ 当該地区に換地を受けた際、当該地区に換地を受けた他の所有者と共同で土地利用を行う

ことについて了解しました。 

・現在、他者に貸している土地を都市的土地利用地区または農業振興地区（企業売却エリア）へ

換地の申出を行う方 

□ 上記に該当しません。 

□ 貸している相手に、将来土地の貸し借りができなくなることを説明し、理解を得ました。 

・現在、抵当権等が設定されている土地を都市的土地利用地区または農業振興地区（企業売却エ

リア）へ換地の申出を行う方 

□ 上記に該当しません。 

□ 抵当権者等に説明しました。 

 
（注）１．換地申出者が共有で、「換地申出者選任届（第１号様式）」を提出される場合は、表面の換地申出者の欄に代表者

が記名押印してください。その際、裏面の換地申出者（共有者又は共同相続人）記入欄は記入しないでください。 

２．換地申出者が共有で、「換地申出者選任届（第１号様式）」を提出されない場合は、裏面の換地申出者（共有者又

は共同相続人）記入欄に共有者全員が記名押印してください。その際、表面の換地申出者の欄は記入しないでく

ださい。 

３．相続人が１人の場合は、表面の換地申出者の欄に記名押印してください。その際、裏面の換地申出者（共有者又

は共同相続人）記入欄は記入しないでください。 

４．相続人が複数おり、「換地申出者選任届（第１号様式）」を提出される場合は、表面の換地申出者の欄に代表者が

記名押印してください。その際、裏面の換地申出者（共有者又は共同相続人）記入欄は記入しないでください。 

５．相続人が複数おり、「換地申出者選任届（第１号様式）」を提出されない場合は、裏面の換地申出者（共有者又は

共同相続人）記入欄に相続人全員が記名押印してください。その際、表面の換地申出者の欄は記入しないでくだ

さい。 

６．共有者又は相続人が多数で全員が記入できない場合は、別紙２に必要事項を記入し本様式に貼り、貼り合わせた

箇所に共有者又は相続人全員で割印してください。 

◆確認事項のチェック欄 

（裏） 
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別紙１ 

 

町名 地番 地目 
登記地積
（㎡） 

申出対象地区【第１希望】 申出対象地区【第２希望】 
※第１希望でNo.9を 

選択した方は、No.1 

～8のいずれかを 

記入してください。 

農業振興 都市的土地利用 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

（注）１．一筆ごとに、希望する申出対象地区【第１希望】No.1～9（下表 1「申出対象地区一覧」参照。）に○

を記入してください。 

２．都市的土地利用地区（物流地区）No.9を選択した場合は、整理後の画地の地積の合計が申出対象地

区の地積を超過することが想定されるため、【第２希望】として都市的土地利用地区（物流地区）と

は異なる申出対象地区 No.1～8のいずれかを記入してください。 

３．所有する土地が多数で別紙１を添付する場合は、第３号様式に貼り、貼り合わせた箇所に換地申出

者全員で割印してください。 

 

 

 

表１ 申出対象地区一覧 

No. 申出対象地区 No. 申出対象地区 
1 瀬谷 農業振興地区（露地野菜エリア） 6 旭 農業振興地区 

2 瀬谷 農業振興地区（施設園芸エリア） 7 農業振興地区（企業売却エリア） 

3 瀬谷 農業振興地区（果樹エリア） 8 都市的土地利用地区（観光・賑わい地区） 

4 瀬谷 農業振興地区（植木エリア） 9 都市的土地利用地区（物流地区） 

5 瀬谷 農業振興地区（個人賃貸エリア）   
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別紙２ 
換地申出者（共有者又は共同相続人）記入欄 

住  所 
 

 ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

 ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

 ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 

住  所 
 

 ふりがな 

氏 名 

○印  

（実印）  

 

電話 

 

（ 

 

） 

 

- 
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第４号様式（第４条関係） 

令和   年   月   日 
 

 

換地申出に係る使用収益権者の同意書 
 

 

横浜国際港都建設事業 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業 

施行者 横浜市 

代表者 横浜市長  山中 竹春 様 

 

 

 

私が使用収益権を有する下記の土地に係る換地設計基準第７条第２項の申出を換地申出者

が行うことについて、換地申出要領第４条第２項の同意を示します。 

 

  

使
用
収
益
権
者 

住 所 

氏 名             ○印  （実印） 

 
記 

町名 地番 地 目 
登記地積

（㎡） 
権利の種別 一部又は全部 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

（注）１．この書類は、使用収益権者が記名押印し、印鑑登録証明書（発行の日から３か月以内のも

の）を添付してください。 

２．使用収益権を有する土地が多数により欄が足りない場合は、任意の紙に必要事項を記入し

て本様式に貼り、貼り合わせた箇所に割印してください。 

 

 

 

 



01192039
テキストボックス
資料10



横浜国際港都建設事業旧上瀬⾕通信施設地区⼟地区画整理事業

1

施⾏者限りで効⼒発⽣の⽇を
定めることについて
（説明資料）

施⾏者限りで効⼒発⽣の⽇を定めることについて

2

⼟地区画整理法 第98条第５項⼜は６項
仮換地の指定 ： ⼟地の所有者や権利を有する者に「仮換地の位置」、

「地積」、「仮換地の指定の効⼒発⽣⽇」を通知します。

「効⼒発⽣⽇」……事業の進捗や⼯事の施⼯などに合わせる必要がある
ため、次の３つの場合においては⼟地区画整理事業
施⾏者限りで定めることとしたい。
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施⾏者限りで効⼒発⽣の⽇を定めることについて

3

※ 今回は該当しませんが、
換地設計の変更に伴い仮換地
指定の変更を⾏う場合に該当
する可能性があります。⼟地区画整理審議会

仮換地の位置及び地積
について異議のない旨の
答申を得る

翌年度の末⽇

仮換地の指定の
効⼒発⽣⽇

① 仮換地の指定の効⼒発⽣⽇

審議会において、仮換地の位置及び地積について異議のない旨の
答申を得たうえで、その答申が得られた⽇から翌年度の末⽇まで
に仮換地の指定の効⼒発⽣の⽇を定める場合。

施⾏者限りで効⼒発⽣の⽇を定めることについて

4

仮換地の指定の
効⼒発⽣⽇

(法99条第２項)
仮換地の
使⽤収益開始の⽇

⼟地区画整理審議会
仮換地の位置及び地積
について異議のない旨の
答申を得る

従前地の
使⽤収益の停⽌

仮換地の
使⽤収益開始

② 仮換地の使⽤収益開始の⽇

審議会において、仮換地の位置及び地積について異議のない旨の
答申を得たうえで、「仮換地の指定の効⼒発⽣の⽇」は定めるも
のの、「仮換地の使⽤収益開始の⽇」は別に定める場合。



施⾏者限りで効⼒発⽣の⽇を定めることについて

5

(法100条第１項)
当該従前地の
使⽤収益の停⽌の⽇

⼟地区画整理審議会
換地計画において換地を
定めない宅地の使⽤収益を
停⽌することについて異議
のない旨の答申が得る

③ 換地を定めない宅地の使⽤収益の停⽌の⽇ ※ 今回は該当しません
が、今後このような取扱を
した場合に該当する可能性
があります。

換地計画において換地を定めない宅地の使⽤収益を停⽌すること
について、審議会から異議のない旨の答申を得たうえで、その答
申が得られた⽇から翌年度の末⽇までに「従前地の宅地の使⽤収
益停⽌の⽇」を定める場合。

翌年度の末⽇
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軽微な変更（例） 

 

1. 従前の宅地の地番、地目又は地積の変更によるもので換地の実質を変更しないもの。 

登 記 簿 の 表 示 内 容 

変更前 瀬谷町100-1  畑 ２００㎡ 

変更後 瀬谷町100-1 田 ２００㎡ 

 

 

2. 従前の宅地の分筆又は合併によるもので、換地の実質を変更しないもの。 

変更前・後 変更前・後 

 

 

3. 新たな借地権等の登記又は申告によるもので、登記又は申告された借地権等の範囲

が、当該借地権等の設定に係る宅地の全部または地主自用地の全部に変更されるもの

で、換地の実質を変更しないもの。 

 

変更前 仮換地：所有権Ａ    変更後 仮換地：所有権Ａ（借地権Ｂ） 

 
 

4. 借地権等の消滅によるもの。 

 

変更前 仮換地：所有権Ａ（借地権Ｂ）    変更後 仮換地：所有権Ａ 

 
 

5. 関係権利者から提出された換地変更願による換地変更で、その内容が願出どおりのもの

であり、かつ、その変更の範囲が小範囲であって他の換地に影響を及ぼさないもの。 

                変更前                        変更後 

 
 

 

 

 

 

上川井町 １  
従前地の分合筆 

 
上川井町 上川井町 

１－１ １－２ 

仮換地 

500㎡ 
 仮換地 

250㎡ 

仮換地 

250㎡ 

 
仮換地 

200㎡ 

仮換地 

300㎡ 
 仮換地 

150㎡ 

仮換地 

200㎡ 
仮換地 

150㎡ 
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